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１．国民皆保険と国民健康保険制度

2

患者（被保険者）
②受診・一部負担（※）

③診療

①保険料
支払

⑤支払

④請求

（一部負担以外）

（※）一部負担について
・７５歳以上

１割負担
（現役並み所得者は３割負担）

・７０歳から７４歳
２割負担※
（現役並み所得者は３割負担）

・義務教育就学後から６９歳

３割負担

・義務教育就学前

２割負担

国

都道府県

市町村

保険者

※平成26年4月以降に新たに70歳になる者 2割

同年3月末までに既に70 歳に達している者 1割

公費負担

3

・市町村国保
・国保組合
・全国健康保険協会（協会けんぽ）
・健康保険組合
・共済組合

・後期高齢者医療制度

支援金

・病院
・診療所
・歯科診療所
・薬局

我が国の医療制度の概要

医療機関

134



4.1 5.9

8.9
11.2 11.7 11.7 11.7 11.6 11.6 11.3 11.3 11.4 12.0 12.7 13.3 13.7 14.2 14.5 15.1 15.3

16.0 

20.6 

27.0 

30.1 31.1 31.0 31.5 32.1 
33.1 33.1 34.1 

34.8 
36.0 

37.4 38.6 39.2 
40.1 40.8 

42.4 42.2 

(25.4%) (28.8%)

(33.1%)
(37.2%) (37.5%) (37.9%) (36.9%) (36.1%) (35.1%) (34.0%) (33.0%) (32.8%) (33.4%) (34.0%) (34.5%) (34.9%) (35.4%) (35.5%) (35.7%) (36.3%)

4.8%

4.6%
5.2%

5.7%
6.0% 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.3%

6.4% 6.8%
7.3%

7.5% 7.8% 7.9% 7.9% 7.9% 8.0%

6.1%

5.9%

7.3%

8.0%
8.5% 8.5% 8.6%

8.7% 9.0%8.8%8.9%

9.6%
10.2% 10.3%

10.8% 10.9% 10.7% 10.8%

10.9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国民医療費の対国民所得比

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

（年度）

＜対前年度伸び率＞

1985
(S60)

1990
(H2)

1995
(H7)

2000
(H12)

2001
(H13)

2002
(H14)

2003
(H15)

2004
(H16)

2005
(H17)

2006
(H18)

2007
(H19)

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.4

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.4 1.2

国民所得 7.2 8.1 2.7 2.4 ▲3.0 ▲0.4 1.4 1.3 1.2 1.3 ▲0.0 ▲7.2 ▲2.9 2.4 ▲1.0 0.4 3.9 1.2 2.7 －

GDP 7.2 8.6 2.9 1.3 ▲1.8 ▲0.8 0.7 0.5 0.9 0.7 0.3 ▲4.1 ▲3.4 1.4 ▲1.1 0.2 2.6 2.1 2.8 －

医 療 費 の 動 向

（％）

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲0.84%
再算定通常分
▲0.19%（※2）
再算定特例分
▲0.28%（※2）

（主な制度改正） ・介護保険制度施行
・高齢者１割

負担導入
（2000）

・高齢者１割
負担徹底
（2002）

・被用者本人
３割負担等
（2003）

・現役並み
所得高齢者
３割負担等
（2006）

・未就学児
２割負担
（2008）

・70-74歳
２割負担
(※1)
（2014）

国民医療費の対GDP比

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上
（～H14.9） （H19.10～）

（実績見込み）

注１ 国民所得及びGDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2016年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2016年度分は、2015年度の国民医療費に2016年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。

（※１）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

（※2）「再算定通常分」とは市場拡大再算定による薬価の見直し、「再算定特例分」とは年間販売額が極めて大きい品目に対する市場拡大再算定の特例の実施を指す。

4

ＯＥＣＤ加盟国の医療費の状況（2006年）ＯＥＣＤ加盟国の医療費の状況（2016年）

順位 順位 順位 順位

ア メ リ カ 合 衆 国 17.2 1 9,892 1 イ タ リ ア 8.9 19 3,391 20

ス イ ス 12.4 2 7,919 2 ア イ ス ラ ン ド 8.6 20 4,376 16

ド イ ツ 11.3 3 5,551 5 ス ロ ベ ニ ア 8.6 21 2,835 22

ス ウ ェ ー デ ン 11.0 4 5,488 7 チ リ 8.5 22 1,977 31

フ ラ ン ス 11.0 5 4,600 14 ギ リ シ ャ 8.2 23 2,187 27

日 本 10.9 6 4,519 15 ア イ ル ラ ン ド 7.8 24 5,528 6

オ ラ ン ダ 10.5 7 5,385 8 韓 国 7.7 25 2,729 25

ノ ル ウ ェ ー 10.5 8 6,647 4 ハ ン ガ リ ー 7.6 26 2,101 29

ベ ル ギ ー 10.4 9 4,840 11 イ ス ラ エ ル 7.3 27 2,776 23

オ ー ス ト リ ア 10.4 10 5,227 9 チ ェ コ 7.2 28 2,515 26

デ ン マ ー ク 10.4 11 5,199 10 ス ロ バ キ ア 6.9 29 2,150 28

カ ナ ダ 10.3 12 4,644 13 エ ス ト ニ ア 6.7 30 1,989 30

イ ギ リ ス 9.7 13 4,192 17 ポ ー ラ ン ド 6.4 31 1,798 32

オ ー ス ト ラ リ ア 9.6 14 4,708 12 ル ク セ ン ブ ル ク 6.3 32 7,463 3

フ ィ ン ラ ン ド 9.4 15 4,062 18 メ キ シ コ 5.8 33 1,080 35

ニュージ ーラ ンド 9.2 16 3,590 19 ラ ト ヴ ィ ア 5.7 34 1,466 33

ス ペ イ ン 9.0 17 3,248 21 ト ル コ 4.3 35 1,088 34

ポ ル ト ガ ル 8.9 18 2,734 24 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 平 均 9.0 3,997

【出典】「OECD HEALTH DATA  2017」

（注１）上記各項目の順位は、OECD加盟国間におけるもの

総医療費の
対GDP比（％）

一人当たり医療費
（ドル）国名 国名

総医療費の
対GDP比（％）

一人当たり医療費
（ドル）備考

５
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日本
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フランス スウェーデン

○ 日本は1980年から2013年までの33年間で高齢化率は約16％上昇しており、社会支出の対GDP比も約
13％程度増加している。一方、フランスは30％を超えている。

○ イギリス・アメリカなどは、高齢化率はさほど大きく変わらないものの、その社会支出の対GDP比は
6～7％程度上昇している。

出典：OECD(2016)： Social Expenditure Database 、OECD Health Statistics 2016より作成

6

高齢化率と社会保障の給付規模の国際比較

被保険者
２８．２％

事業主
２０．６％国庫

２５．７％

地方
１３．２％

患者負担

１１．６％

公 費

３８．９％

保 険 料

４８．８％

国民皆保険制度の意義

【日本の国民皆保険制度の特徴】

① 国民全員を公的医療保険で保障。

② 医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス）

③ 安い医療費で高度な医療。

④ 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維
持するため、公費を投入。

日本の国民医療費の負担構造（財源別）（平成２７年度）

○ 我が国は、国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現。
○ 今後とも現行の社会保険方式による国民皆保険を堅持し、国民の安全・安心な暮らしを保

障していくことが必要。

7

136



1927：健康保険法の施行

→ 被用者保険からスタート：労働者の健康の確保、生活の安定化

1961：国民皆保険の達成

→ 被用者以外の者の国保への加入を義務化

1973：老人医療費の無料化

→ 病院のサロン化などが社会問題に 1983～再び患者負担導入

2008：後期高齢者医療制度

→ 75歳以上の者の独立の制度の創設

医療保険制度の歴史

【戦前から戦後：制度の創設期】

【高度経済成長期：制度の発展期】

【高度経済成長期の終焉：制度の成熟期】

【低成長期：制度の構造改革期】

8

後期高齢者医療制度

約15兆円

65歳

75歳

・75歳以上
・約1,690万人
・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合協会けんぽ（旧政管健保）国民健康保険
（市町村国保＋国保組合）

共済組合

※１ 加入者数・保険者数、金額は、平成29年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。
※３ 前期高齢者数（約1,690万人）の内訳は、国保約1,300万人、協会けんぽ約280万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人。

約10兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円

・大企業のサラリーマン
・約2,850万人
・保険者数：約1,400

・中小企業のサラリーマン
・約3,830万人
・保険者数：１

・公務員
・約860万人
・保険者数：85

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等

・約3,480万人
・保険者数：約1,900

前期高齢者財政調整制度（約1,690万人）約７兆円（再掲） ※３

医療保険制度の体系

9
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（※１） 市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを
年度平均加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。）
国保組合については、「市町村民税課税標準額（総所得金額等から基礎控除のほか所得控除（扶養控除、配偶者控除等）を控除した金額）」に、「基礎控除」と「基礎控除を除く所得控除（扶養控除、配偶者控除等）」
（総務省「平成26年度市町村税課税状況等の調」による「給与所得及び営業等所得を受給する納税者の課税標準額」の段階別の所得控除額（基礎控除を除く）を納税義務者数で除したものを使用して試算した額）を足した参考値である。
協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。

（※２） 一世帯当たりの額は加入者一人当たりの額に平均世帯人数を乗じたものである。 （※３） 被保険者一人当たりの金額を指す。
（※４） 旧ただし書き方式による課税標準額（保険料の算定基礎）。旧ただし書き方式は、後期高齢者医療制度や多くの市町村国保の保険料の算定基礎を計算する際に用いられている方式で、（※２）から基礎控除等を差し引いたものである。
（※５） 国保組合ごとに所得の算出方法や保険料の計算方法が大きく異なるため、記載しない。平成26年度所得調査結果における業種別の市町村民税課税標準額は、医師国保717万円、歯科医師国保225万円、薬剤師国保242万円、

一般業種国保126万円、建設関係国保79万円。全体の平均額は、各組合の被保険者数を勘案して算定した額であり、242万円となっている。
（※６） 標準報酬総額を加入者数で割ったものである。
（※７） 加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。
（※８） 平成30年度予算案ベースにおける平均値。 （※９） 介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。 （※１０） 共済組合も補助対象となる。

市町村国保 国保組合 協会けんぽ 組合健保 共済組合
後期高齢者
医療制度

保険者数
（平成28年3月末）

１，７１６ １６４ １ １，４０５ ８５ ４７

加入者数
（平成28年3月末）

３，１８２万人
（1,941万世帯）

２８６万人
３，７１６万人

被保険者2,158万人
被扶養者1,559万人

２，９１４万人
被保険者1,581万人
被扶養者1,332万人

８７７万人
被保険者450万人
被扶養者427万人

１，６２４万人

加入者平均年齢
（平成27年度）

５１．９歳 ３９．７歳 ３６．９歳 ３４．６歳 ３３．１歳 ８２．３歳

加入者一人当たり
医療費（平成27年度）

３５．０万円 １９．７万円 １７．４万円 １５．４万円 １５．７万円 ９４．９万円

加入者一人当たり
平均所得（※１）
（平成27年度）

８４万円
一世帯当たり

１４０万円

３７１万円
一世帯当たり（※２）

７６９万円
（平成25年）

１４５万円
一世帯当たり（※３）

２４９万円

２１１万円
一世帯当たり（※３）

３８７万円

２３５万円
一世帯当たり（※３）

４５６万円
８０万円

加入者一人当たりの
保険料の賦課対象

となる額（平成27年度）

６８万円（※４）
一世帯当たり

１１２万円
－（※５）

２２０万円
一世帯当たり（※３）

３７９万円

３００万円（※６）
一世帯当たり（※３）

５５２万円

３２８万円（※６）
一世帯当たり※３）

６３７万円
６７万円（※４）

加入者一人当たり
平均保険料

（平成27年度）（※７）
<事業主負担込>

８．４万円
一世帯当たり
１４．１万円

１５．７万円
１０．９万円<21.9万円>
被保険者一人当たり
18.8万円<37.7万円>

１２．２万円<26.7万円>
被保険者一人当たり
22.4万円<49.2万円>

１４．０万円<27.9万円>
被保険者一人当たり
27.1万円<54.3万円>

６．７万円

公費負担
給付費等の５０％
＋保険料軽減等

給付費等の４０％
（※８）

給付費等の１６．４％
後期高齢者支援金等の
負担が重い保険者等

への補助（※１０） なし

給付費等の約５０％
＋保険料軽減等

公費負担額（※９）
(平成30年度予算案ﾍﾞｰｽ)

４兆３，７８４億円
(国３兆１，５８１億円)

２，５２１億円
（全額国費）

１兆１，７４５億円
(全額国費)

７３７億円
(全額国費)

８兆３７４億円
(国５兆１，４４９億円)

【参考】各保険者の比較

10

２．国民健康保険制度の状況

11
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市町村国保の概要
○ 市町村国保とは、他の医療保険に加入していない住民を被保険者とする、国民皆保険制度の基礎である。 （1,716保険者）

○ 被保険者数： 約3,012万人

・ 昭和30年代は農林水産業者、自営業者が中心 → 現在は非正規労働者や年金生活者等の無職者が７割を占める。

・ 平均年齢： 52.3歳（平成28年9月末）

○ 保険料： 全国平均で、一人当たり年額11.0万円 （平成27年度）

・ 実際の保険料は、各市町村が医療費水準等を勘案して定めている。

※ また、各都道府県内の全市町村は、財政の安定化や医療費水準・保険料水準の平準化のため、医療費を共同で負担

する事業（保険財政共同安定化事業）を実施している。

財源構成

医療給付費 … 総額で約11.2兆円

○ うち、約3.6兆円は、被用者保険からの交付金
(65歳～74歳の医療費について、被用者保険も含め、保険者間で財政調整)

○ 残りの約8兆円について、

・ 公費50％、保険料50％を原則としつつ、

・ 更に、低所得者の保険料軽減措置への財政支援等として、

約9,700億円の公費を追加投入（→ 結果、公費は約63％）
（参考）
○ 「調整交付金」
・ 都道府県間の財政力の不均衡を調整するためや、災害など地域的な特殊事情
を考慮して交付

○ 「保険者努力支援制度」
・ 都道府県・市町村の医療費適正化、予防・健康づくり等の取組状況に応じ支援

○ 「財政基盤強化策」
・ 著しく高額な医療費（１件420万円超）や、高額な医療費（１件80万円超）、低所得
者が多い市町村国保への財政支援

（特別高額医療費共同事業負担金、高額医療費負担金、保険者支援制度）

○ 「財政安定化支援事業」
・ 市町村国保財政の安定化、保険料平準化のため地方財政措置

（平成30年度予算ベース）

定率国庫負担

（32％）

2兆3,000億円

国調整交付金

（9％）

8,200億円

都道府県
調整交付金

（約9％）
6,400億円

財政基盤強化策
4,500億円

保険料

2兆7,000億円

うち
法定外一般会計繰入

3,000億円

保険料軽減制度
4,500億円

前
期
高
齢
者
交
付
金

3兆6,400億円

保険料50％ 公費50％

医療給付費等総額：約11兆2,000億円
財政安定化支援事業

1,000億円

12

保険者努力支援制度
670億円

後期高齢者医療制度

＜対象者数＞
７５歳以上の高齢者 約１，７５０万人

＜後期高齢者医療費＞
１７.２兆円（平成３０年度予算ベース）

給付費 １５.８兆円
患者負担 １.４兆円

＜保険料額（平成３０・３１年度見込）＞
全国平均 約５,８６０円／月
※ 基礎年金のみを受給されている方は

約３８０円／月

※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.5兆円

後期高齢者医療の被保険者
（７５歳以上の者）

各医療保険（健保組合、国保など）の被保険者
（０～７４歳）

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者（健保組合、国保など）

保険料

交付

社会保険診療報酬支払基金

患者
負担

公費（約５割）７.５兆円
〔国：都道府県：市町村＝５．０兆円：１.２兆円：１.２兆円＝４：１：１〕

高齢者の保険料 １.２兆円
約１割 [軽減措置等で実質約7％程度]

後期高齢者支援金（若年者の保険料） ６.  ６兆円
約４割

保険給付

＜支援金内訳＞
協会けんぽ ２.２兆円
健保組合 ２.２兆円
共済組合 ０.７兆円
市町村国保等 １.６兆円

納付
保険料

前期高齢者に係る財政調整

＜対象者数＞
６５～７４歳の高齢者
約１,７００万人

＜前期高齢者給付費＞
７．０兆円
（平成３０年度予算ベース）

市町村国保等
5.5兆円

２２％

３４％ ６６％

市町村国保等
2.4兆円

共済
0.5兆円

健保組合
1.6兆円

協会けんぽ
2.5兆円

７８％【調整前】

【調整後】

納付金 協会けんぽ 1.3兆円、健保 1.3兆円、共済 0.4兆円
交付金 市町村国保等 3.1兆円

前期高齢者加入率
に応じて負担

共済
0.1兆円

健保組合
0.3兆円

協会けんぽ
1.2兆円

○ 国保と被用者保険の二本立てで国民皆保険を実現しているが、所得が高く医療費の低い現役世代は被用者保険に多く加
入する一方、退職して所得が下がり医療費が高い高齢期になると国保に加入するといった構造的な課題がある。このため、
高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上について現役世代からの支援金と公費で約９割を賄うとともに、65
歳～74歳について保険者間の財政調整を行う仕組みを設けている。

○ 旧老人保健制度において「若人と高齢者の費用負担関係が不明確」といった批判があったことを踏まえ、75歳以上を対象
とする制度を設け、世代間の負担の明確化等を図っている。

高齢者医療制度の財政

※各医療保険者が負担する後期高齢者支援金は、後期高齢者支援金に係る前期財政調整を含む。 13
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全国平均 協会けんぽ 健保組合Ａ 国保

【イメージ】
支払基金

＜交付金＞

7.71％
3.15％

40.85％

前期高齢者加入率

（全国平均）15.36％
前期高齢者加入率が
全国平均である場合の額

※ 数字は各保険者の前
期高齢者加入

（平成30年度予算）

健保組合Ｂ

＜納付金＞

1.60％

○保険者間で高齢者が偏在する（65～74歳の約8割が国民健康保険）ことによる負担の不均衡を是正するため、国保・被用者保険の各保険者が前
期高齢者加入率に応じて費用を負担するよう調整を行う。

○各保険者の前期高齢者給付費と前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、前期高齢者加入率が全国平均であるとみなして算定された額を
負担する。（前期高齢者加入率が全国平均より低い場合には、全国平均である場合との差を納付。高い場合には、その差分の交付を受ける。）

※ 保険者ごとの負担が過大とならないよう、次のような仕組みを設けている。
・ 前期高齢者加入率が著しく低い保険者の納付金が過大とならないよう、算定する際の加入率には下限割合を設定。（高確法第34条第５項）
・ 一人当たり前期高齢者給付費が著しく高い保険者について、基準を超える部分を調整対象から外すことにより、保険者の医療費適正化努力を促進。（高確法

第34条第２項第２号）。その他の保険者については、一人当たり前期高齢者給付費は調整されず、各保険者の65～74歳の医療費水準に応じた負担となる。
・ 拠出金負担（前期高齢者納付金・後期高齢者支援金）が義務的支出（前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・法定給付費等）に比し過大となる保険者につい

て、その過大部分を全保険者で按分し、前期高齢者納付金で調整。 （高確法第38条第４項及び第５項）

前期高齢者納付金 前期高齢者加入率の全国平均

（平成30年度15.36％）

当該保険者の前期高齢者加入率
当該保険者の 前期高齢者に係る －

前期高齢者給付費
＝ （ ＋ ） × 前期高齢者給付費

（ ＋ 後期高齢者支援金
当該保険者の 前期高齢者に係る

＜加入者調整率＞

）
後期高齢者支援金

前期高齢者交付金 前期高齢者加入率の全国平均

（平成30年度15.36％）

当該保険者の前期高齢者加入率

当該保険者の 前期高齢者に係る
－ 前期高齢者給付費

＝ ＋ ） ×
前期高齢者給付費

（ ＋ 後期高齢者支援金

当該保険者の 前期高齢者に係る

＜加入者調整率＞

） 後期高齢者支援金（

前期高齢者に係る財政調整

14

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合：市町村国保（３８．９％）、健保組合（３．０％）
・ 一人あたり医療費：市町村国保（３５．０万円）、健保組合（１４．９万円）

② 所得水準が低い
・ 加入者一人当たり平均所得：市町村国保（８４．４万円）、健保組合（２０７万円（推計））
・ 無所得世帯割合：２８．４％

③ 保険料負担が重い
・加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得
市町村国保（９．８％）、健保組合（５．７％） ※健保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料（税）の収納率
・収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２７年度 ９１．４５％
・最高収納率：９５．４９％（島根県） ・最低収納率：８７．４４％（東京都）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・市町村による法定外繰入額：約３,９００億円 うち決算補てん等の目的 ：約３,０００億円、

繰上充用額：約９６０億円（平成２７年度）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの 高い小規模保険者の存在
・１７１６保険者中３０００人未満の小規模保険者 ４７１ （全体の１／４）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大：2.6倍（北海道） 最小：1.1倍（富山県）
・ 一人あたり所得の都道府県内格差 最大：22.4倍（北海道） 最小：1.2倍（福井県）
・ 一人当たり保険料の都道府県内格差 最大：3.6倍（長野県）※ 最小：1.3倍（長崎県）
※東日本大震災による保険料（税）減免の影響が大きい福島県を除く。

１．年齢構成

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

① 国保に対する財政支援の拡充

② 国保の運営について、財政支援
の拡充等により、国保の財政上の
構造的な問題を解決することとし
た上で、

・ 財政運営を始めとして都道府県

が担うことを基本としつつ、

・ 保険料の賦課徴収、保健事業の

実施等に関する市町村の役割が

積極的に果たされるよう、
都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討

③ 低所得者に対する保険料軽減措
置の拡充

15

市町村国保が抱える構造的な課題

＜社会保障制度改革プログラム法における
対応の方向性＞
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市町村国保の被保険者（75歳未満）の年齢構成の推移

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」

被保険者数全体に占める、65歳から74歳までの割合が次第に増加し、平成28年度には40.5％となっている。

16

16.6 14.5 13.0 11.9 10.2 

19.5 20.9 20.9 18.8 
15.8 

39.9 37.7 37.1 
38.0 

33.5 

24.0 26.8 29.0 31.4 
40.5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成8年度 平成13年度 平成18年度 平成23年度 平成28年度

0歳～19歳 20歳～39歳 40歳～64歳 65歳～74歳

○ 自営業・農林水産業は、昭和40年代には約７割であったが、近年１５％程度で推移。
○ 年金生活者等無職者の割合が大幅に増加するとともに、被用者は約２割から約３割に増加。

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第２回
市町村国保の世帯主の職業別構成割合の推移

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」
（注１）職業不詳を除いた割合である。
（注２）擬制世帯は除く。（昭和４０年度、昭和５０年度のみ擬制世帯を含む。）
（注３）平成７年度以前は７５歳以上を含む。

17

42.1

23.3
13.5

8.1 5.9 4.6 3.1 2.8 2.8 2.6 2.5 2.5

25.4

32.0

30.1

23.0
21.2

17.8
15.5 14.5 14.7 14.3 14.5 14.5

19.5 31.4

28.7

23.8 29.6
31.2 35.3 35.8 35.2 35.0 34.4 34.1

6.4 4.9

4.1

2.6 2.6
2.7 5.2 4.2 4.0 4.7 4.8 4.8

6.6 8.4

23.7

42.5 40.7 43.6 40.8 42.6 43.4 43.4 43.9 44.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

農林水産業 自営業 被用者 その他の職業 無職
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18.2 20.5 24.6 26.7 27.0
22.2 22.8 23.4 23.5 23.7 23.3 23.1 23.6

23.1 19.7
20.2

22.7 22.7
23.3 23.9 26.1 26.7 27.2 27.4 27.9 28.7

24.7 23.3
24.3

25.2 23.6
25.1 25.2

25.1 25.4 25.1 25.2 25.2 24.6

24.3 26.1
22.9

20.1 21.6 23.4 22.4 20.5 19.9 19.6 19.6 19.2 18.6

9.7 10.3 8.0 5.4 5.2 6.0 5.6 4.7 4.4 4.4 4.5 4.6 4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

所得なし ０円以上100万円未満 100万円以上200万円未満 200万円以上500万円未満 500万円以上

世帯の所得階層別割合の推移

（注１）国民健康保険実態調査報告による。
（注２）擬制世帯、所得不詳は除いて集計している。
（注３）平成20年度以降は後期高齢者医療制度創設され、対象世帯が異なっていることに留意が必要。
（注４）ここでいう所得とは「旧ただし書き方式」により算定された所得総額（基礎控除前）である。

平成２７年度において、加入世帯の23.6％が所得なし、28.7％が0円以上100万円未満世帯であり、低所得世帯の割合
は増加傾向にある。

※「所得なし」世帯の収入は、給与収入世帯で65万円以下、年金収入世帯で120万円以下。

平成20年度
後期高齢者医療制度創設

18

市町村国保の保険料負担率の推移

〔出典〕国民健康保険事業年報、国民健康保険実態調査

※１ ここでいう所得とは「旧ただし書所得」を指し、総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額から基礎控除を除いた金額である。
※２ 「保険料負担率」は、保険料（税）調定額を旧ただし書所得で除したものであり、保険料（税）調定額には、介護納付金分を含む。

○ 平成27年度の所得に占める保険料の割合（保険料負担率）は13.9％である。

12.9%

13.9%

14.3% 14.3% 14.3%
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13.0%

13.5%

14.0%
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15.0%
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（
％
）
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市町村国保の保険料（税）の収納率（現年度分）の推移

（出所） 平成28年度国民健康保険（市町村）の財政状況について（速報）

（注１） 収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。（小数点第2位未満四捨五入）
（注２） 平成12年度以降の調定額等は介護納付金、平成20年度以降は後期高齢者支援金を含んでいる。

平成28年度の保険料（税）の収納率は91.92％であり、7年連続で上昇している。

平成20年度
後期高齢者医療制度創設
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保険料(税)収納率(現年度分)の推移（市町村国保）(％)

（平成２８年度）

収納率ベスト５ 収納率ワースト５

１ 島根県 95.90% １ 東京都 87.63%

２ 佐賀県 95.53% ２ 栃木県 89.50%

３ 富山県 94.80% ３ 千葉県 89.97%

４ 長野県 94.54% ４ 福島県 90.27%

５ 滋賀県 94.45% ５ 埼玉県 90.62%

一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入（都道府県別状況 : 平成28年度）

○ 法定外繰入を都道府県別に見ると、全体（2,537億円）の約３割（911億円）を東京都が占めている。
○ 繰入金額が多く大都市を抱えている１位～６位までの都府県における繰入金額は約1,900億円であり、全体の約７割を占め

ている。

合計 2,537億円

（１～６位まで：1,867億円(73.6%)）

〔出所〕国民健康保険事業の実施状況報告
（注１）東京都の決算補填等目的の繰入金のうち約６割（約647億円）が特別区の繰入金である。
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前年度繰上充用金の状況

（出所）国民健康保険事業年報（速報値）

○ 前年度繰上充用金は962億円（平成28年度）。うち大阪府内の市町村の合計が308億円であり、全体の約３割を占める。
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保険者規模別構成割合の推移

（出所）：「国民健康保険実態調査」
（注）平成20年度に後期高齢者医療制度が創設され、被保険者数が減少していることに留意が必要。

平成28年９月末時点で、1,716保険者中498保険者(約30%）が被保険者数3,000人未満の小規模保険者。
※ただし、平成28年度の数値は速報値。
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保険者別１人当たり医療費 都道府県別
１人当たり医療費最 大 最 小 格差 順位

北 海 道初山別村 657,915 別海町 253,609 2.6倍 383,551 14 

青 森 県大鰐町 384,632 大間町 265,366 1.4倍 332,465 39 

岩 手 県大槌町 440,879 普代村 283,975 1.6倍 360,505 27 

宮 城 県山元町 404,904 大衡村 312,791 1.3倍 353,895 31 

秋 田 県藤里町 504,255 大潟村 282,257 1.8倍 382,518 16 

山 形 県南陽市 401,987 大江町 295,732 1.4倍 362,260 25 

福 島 県広野町 488,698 檜枝岐村 262,347 1.9倍 341,459 35 

茨 城 県北茨城市 361,817 八千代町 254,842 1.4倍 304,575 46 

栃 木 県塩谷町 372,941 市貝町 285,016 1.3倍 317,797 44 

群 馬 県神流町 479,381 昭和村 247,512 1.9倍 325,565 40 

埼 玉 県吉見町 370,103 戸田市 286,248 1.3倍 320,652 41 

千 葉 県長南町 402,095 旭市 279,664 1.4倍 319,474 42 

東 京 都新島村 408,538 小笠原村 201,879 2.0倍 310,163 45 

神 奈 川 県山北町 392,705 葉山町 302,862 1.3倍 333,272 38 

新 潟 県阿賀町 492,662 湯沢町 286,971 1.7倍 355,424 28 

富 山 県舟橋村 446,895 砺波市 362,748 1.2倍 375,969 19 

石 川 県宝達志水町 498,971 珠洲市 355,911 1.4倍 398,177 12 

福 井 県美浜町 423,723 高浜町 340,152 1.2倍 381,626 17 

山 梨 県早川町 576,872 小菅村 267,030 2.2倍 340,817 36 

長 野 県小川村 464,871 川上村 209,722 2.2倍 343,102 34 

岐 阜 県東白川村 421,802 美濃加茂市 315,234 1.3倍 353,733 32 

静 岡 県南伊豆町 377,002 伊東市 306,166 1.2倍 337,356 37 

愛 知 県東栄町 402,607 田原市 254,008 1.6倍 318,912 43 

三 重 県紀北町 443,524 度会町 305,757 1.5倍 361,085 26 

保険者別１人当たり医療費 都道府県別
１人当たり医療費最 大 最 小 格差 順位

滋 賀 県多賀町 397,317 栗東市 326,896 1.2倍 354,135 30 

京 都 府笠置町 484,905 和束町 343,600 1.4倍 365,132 23 

大 阪 府岬町 479,675 泉南市 309,854 1.5倍 363,927 24 

兵 庫 県上郡町 434,627 豊岡市 334,197 1.3倍 367,089 22 

奈 良 県上北山村 515,458 天理市 292,461 1.8倍 348,160 33 

和 歌 山 県北山村 468,867 みなべ町 270,805 1.7倍 355,180 29 

鳥 取 県江府町 498,071 北栄町 352,008 1.4倍 376,752 18 

島 根 県川本町 550,670 隠岐の島町 386,294 1.4倍 433,675 1 

岡 山 県新見市 471,190 新庄村 319,188 1.5倍 404,612 10 

広 島 県大崎上島町 501,940 世羅町 345,390 1.5倍 406,385 9 

山 口 県周防大島町 506,751 下松市 388,610 1.3倍 432,319 2 

徳 島 県三好市 483,432 上勝町 344,602 1.4倍 398,279 11 

香 川 県直島町 489,293 宇多津町 375,713 1.3倍 422,135 3 

愛 媛 県上島町 478,269 宇和島市 320,941 1.5倍 382,703 15 

高 知 県馬路村 624,655 四万十市 345,070 1.8倍 406,635 8 

福 岡 県大牟田市 448,301 春日市 325,325 1.4倍 370,646 20 

佐 賀 県みやき町 523,046 太良町 350,401 1.5倍 419,780 5 

長 崎 県長崎市 459,240 対馬市 327,131 1.4倍 411,022 7 

熊 本 県水俣市 563,833 南小国町 293,574 1.9倍 386,757 13 

大 分 県津久見市 479,047 姫島村 385,282 1.2倍 421,114 4 

宮 崎 県美郷町 469,654 綾町 315,725 1.5倍 369,959 21 

鹿 児 島 県南さつま市 511,584 十島村 268,870 1.9倍 415,772 6 

沖 縄 県国頭村 358,122 竹富町 199,755 1.8倍 298,165 47 

都道府県別１人当たり医療費の格差の状況（平成27年度）

１人当たり医療費 全国平均：349,697円

（※） ３～２月診療ベースである。
（出所）国民健康保険事業年報
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平均所得
（万円）

最高 最低
格差

平均所得
（万円）

最高 最低
格差

（万円） （万円） （万円） （万円）

北海道 63.0 猿払村 514.8 赤平市 30.4 16.9 滋賀県 61.7 栗東市 83.3 甲良町 43.7 1.9

青森県 52.2 平内町 118.0 今別町 36.2 3.3 京都府 57.2 宇治田原町 68.6 笠置町 41.9 1.6

岩手県 53.8 野田村 75.9 西和賀町 43.4 1.8 大阪府 56.1 箕面市 84.5 泉南市 37.9 2.2

宮城県 59.9 南三陸町 75.6 白石市 47.1 1.6 兵庫県 61.1 芦屋市 141.9 朝来市 48.0 3.0

秋田県 44.7 大潟村 207.2 小坂町 34.3 6.0 奈良県 57.0 曽爾村 79.0 御杖村 39.0 2.0

山形県 55.5 大蔵村 66.1 小国町 44.6 1.5 和歌山県 48.7 高野町 62.4 湯浅町 42.6 1.5

福島県 62.2 葛尾村 214.9 柳津町 44.5 4.8 鳥取県 48.2 北栄町 65.1 日野町 36.5 1.8

茨城県 66.8 八千代町 84.7 高萩市 48.3 1.8 島根県 52.9 知夫村 86.9 美郷町 37.8 2.3

栃木県 66.3 高根沢町 83.4 茂木町 49.6 1.7 岡山県 54.4 真庭市 65.8 美咲町 38.5 1.7

群馬県 62.8 嬬恋村 163.6 上野村 34.6 4.7 広島県 61.3 府中町 76.4 神石高原町 47.6 1.6

埼玉県 76.5 和光市 112.0 神川町 51.3 2.2 山口県 51.4 和木町 63.2 上関町 41.0 1.5

千葉県 76.5 長柄町 128.1 鋸南町 55.6 2.3 徳島県 45.6 松茂町 58.2 つるぎ町 29.5 2.0

東京都 102.7 千代田区 272.1 檜原村 60.2 4.5 香川県 54.4 直島町 76.5 小豆島町 42.6 1.8

神奈川県 88.6 葉山町 105.7 横須賀市 65.6 1.6 愛媛県 45.4 八幡浜市 55.3 松野町 25.8 2.1

新潟県 54.1 津南町 65.6 阿賀町 40.4 1.6 高知県 50.2 土佐清水市 74.5 大豊町 28.9 2.6

富山県 60.5 黒部市 67.8 上市町 48.6 1.4 福岡県 53.3 新宮町 84.3 川崎町 26.7 3.2

石川県 61.8 野々市市 74.7 穴水町 45.6 1.6 佐賀県 57.0 白石町 79.2 大町町 37.1 2.1

福井県 60.8 池田町 76.4 勝山市 53.1 1.4 長崎県 48.4 長与町 62.9 佐世保市 42.2 1.5

山梨県 63.3 山中湖村 115.8 丹波山村 38.3 3.0 熊本県 52.4 西原村 69.8 津奈木町 27.0 2.6

長野県 59.2 川上村 156.5 大鹿村 33.9 4.6 大分県 43.9 竹田市 54.0 姫島村 34.7 1.6

岐阜県 67.8 白川村 97.8 七宗町 54.4 1.8 宮崎県 48.3 高原町 61.7 日之影町 36.9 1.7

静岡県 73.6 長泉町 95.2 南伊豆町 51.7 1.8 鹿児島県 41.9 東串良町 67.2 伊仙町 14.6 4.6

愛知県 86.1 飛島村 143.1 豊根村 56.7 2.5 沖縄県 43.8 北大東村 87.3 粟国村 18.8 4.6

三重県 63.4 木曽岬町 81.1 紀宝町 44.3 1.8

都道府県内における1人当たり所得の格差（平成27年）

（注１）厚生労働省保険局「平成28年度国民健康保険実態調査」速報（保険者票）における平成27年所得である。
（注２）ここでいう「所得」とは、旧ただし書所得（総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額から基礎控除を

除いた金額）である。

１人当たり所得 全国平均：68.3万円
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保険者別１人当たり保険料（税）調定額 都道府県別１人当たり
保険料（税）調定額最 大 最 小 格差 順位

北 海 道猿払村 157,793 赤平市 54,250 2.9倍 83,601 24

青 森 県平内町 108,789 深浦町 64,935 1.7倍 80,187 33

岩 手 県奥州市 84,120 九戸村 57,929 1.5倍 74,105 44

宮 城 県色麻町 101,518 山元町 55,661 1.8倍 86,249 17

秋 田 県大潟村 137,037 小坂町 48,553 2.8倍 72,644 45

山 形 県寒河江市 101,105 飯豊町 65,267 1.5倍 88,731 10

福 島 県古殿町 99,045
葛尾村・浪江町・
双葉町・大熊町・
富岡町・楢葉町

0 - 74,665 43

茨 城 県守谷市 104,141 常陸大宮市 68,281 1.5倍 83,826 22

栃 木 県鹿沼市 110,780 茂木町 75,428 1.5倍 90,669 6

群 馬 県嬬恋村 114,429 上野村 55,884 2.0倍 86,258 16

埼 玉 県八潮市 98,002 小鹿野町 55,923 1.8倍 84,060 21

千 葉 県富津市 102,564 成田市 69,601 1.5倍 87,357 12

東 京 都千代田区 133,622 三宅村 40,705 3.3倍 90,582 7

神 奈 川 県湯河原町 116,440 座間市 74,573 1.6倍 90,071 8

新 潟 県粟島浦村 94,796 阿賀町 64,921 1.5倍 81,256 29

富 山 県魚津市 100,084 氷見市 70,429 1.4倍 86,639 15

石 川 県野々市市 106,907 珠洲市 70,925 1.5倍 92,688 1

福 井 県福井市 93,958 池田町 56,515 1.7倍 87,043 14

山 梨 県
富士河口湖
町

110,710 丹波山村 50,826 2.2倍 91,365 3

長 野 県川上村 121,083 大鹿村 33,872 3.6倍 78,401 37

岐 阜 県岐南町 109,386 飛騨市 67,571 1.6倍 91,754 2

静 岡 県吉田町 105,400 川根本町 65,057 1.6倍 90,757 4

愛 知 県南知多町 105,733 東栄町 59,193 1.8倍 88,709 11

三 重 県木曽岬町 100,671 大紀町 56,193 1.8倍 84,322 20

保険者別１人当たり保険料（税）調定額 都道府県別１人当たり
保険料（税）調定額最 大 最 小 格差 順位

滋 賀 県栗東市 102,840 豊郷町 70,084 1.5倍 85,864 19

京 都 府精華町 93,778 伊根町 47,689 2.0倍 78,588 35

大 阪 府島本町 99,222 田尻町 63,857 1.6倍 80,596 32

兵 庫 県芦屋市 97,858 相生市 67,699 1.4倍 82,135 26

奈 良 県黒滝村 100,813 下北山村 49,294 2.0倍 81,309 28

和 歌 山 県美浜町 103,816 北山村 48,211 2.2倍 79,848 34

鳥 取 県北栄町 84,525 智頭町 63,798 1.3倍 78,554 36

島 根 県松江市 97,770 吉賀町 64,697 1.5倍 87,320 13

岡 山 県早島町 95,954 新庄村 62,585 1.5倍 81,001 30

広 島 県府中町 92,145 神石高原町 58,474 1.6倍 85,922 18

山 口 県周南市 98,453 上関町 66,458 1.5倍 88,814 9

徳 島 県石井町 97,425 つるぎ町 57,924 1.7倍 82,013 27

香 川 県多度津町 91,110 小豆島町 62,621 1.5倍 83,770 23

愛 媛 県八幡浜市 88,184 松野町 56,845 1.6倍 76,382 41

高 知 県安芸市 90,983 三原村 43,188 2.1倍 77,307 39

福 岡 県宗像市 91,614 添田町 53,162 1.7倍 76,650 40

佐 賀 県白石町 109,187 有田町 66,275 1.6倍 90,687 5

長 崎 県佐世保市 85,848 小値賀町 66,502 1.3倍 76,291 42

熊 本 県嘉島町 102,830 水俣市 56,969 1.8倍 80,913 31

大 分 県竹田市 87,625 姫島村 53,580 1.6倍 78,107 38

宮 崎 県国富町 94,586 日之影町 59,558 1.6倍 82,412 25

鹿 児 島 県中種子町 86,478 伊仙町 32,646 2.6倍 69,699 46

沖 縄 県北谷町 70,043 伊平屋村 32,983 2.1倍 57,176 47

国保保険料の都道府県内格差（平成27年度）

（※）平成２７年度 国民健康保険事業年報を基に作成

（注１） 保険料（税）調定額には介護納付金分を含んでいない。
（注２） 被保険者数は３～２月の年度平均を用いて計算している。
（注３） 東日本大震災により保険料（税）が減免されたため、1人当たり保険料調定額が小さくなっている保険者がある

福島県を除くと長野県の格差が最大となる。

１人当たり保険料（税）全国平均：84,156円

26

３．平成30年国保制度改革

27
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社会保障改革プログラム法（H25.10.15：提出 ⇒ H25.12.5：成立、 H25.12.13：公布）

平成26年の通常国会以降：順次、個別法改正案の提出

○ 平成２６年の通常国会では、医療法・介護保険法等の改正法案、難病・小児慢性特定疾病対策の法案、
次世代育成支援対策推進法等の改正法案、雇用保険法の改正法案を提出し、成立。

○ 平成２７年通常国会には、医療保険制度改革のための法案を提出し、成立（H27.5.27）。

社会保障制度改革国民会議（H24.11.30：第１回 ⇒ H25.8.6：報告書とりまとめ）

○ 社会保障制度改革国民会議（国民会議）は、社会保障制度改革推進法（改革推進法）（※1）に基づき、設置。
（設置期限：平成２５年８月２１日）
（※1）自民党、公明党、民主党の３党合意に基づく議員立法。平成２４年８月１０日成立、同２２日公布。

○ 改革推進法に規定された「基本的な考え方」、社会保障４分野（年金、医療、介護、少子化対策）に係る「改革の基本
方針」及び３党実務者協議でとりまとめた「検討項目」に基づき、１５名の有識者（清家篤会長）が２０回にわたり審議。

○ 政府は、国民会議における審議の結果等を踏まえて、法律の施行後１年以内（平成２５年８月２１日まで）に、必要な
法制上の措置を講ずることとされた。（改革推進法第４条）

⇒ 「『法制上の措置』の骨子」（H２５.８.２１：閣議決定）

○ 「『法制上の措置』の骨子」に基づき、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示。

社会保障制度改革国民会議以降の流れ

28

【施行期日】 平成30年4月1日（４①は公布の日（平成27年５月29日）､2は公布の日及び平成29年4月1日､３及び４②～④は平成28年4月1日）

１．国民健康保険の安定化
○国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化 (27年度から約1700億円､29年度以降は毎年約3400億円)

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の
国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

２．後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
○被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施

(26年度:1/3総報酬割→27年度:1/2総報酬割→28年度:2/3総報酬割→29年度:全面総報酬割)

３．負担の公平化等
①入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引上げ

(27年度:1食260円→28年度:1食360円→30年度:1食460円。低所得者､難病･小児慢性特定疾病患者の負担は引き上げない)

②特定機能病院等は、医療機関の機能分担のため、必要に応じて患者に病状に応じた適切な医療機関を紹介する等
の措置を講ずることとする（紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入）

③健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額を引き上げ (121万円から139万円に)

４．その他
①協会けんぽの国庫補助率を｢当分の間16.4％｣と定めるとともに､法定準備金を超える準備金に係る国庫補助額の
特例的な減額措置を講ずる

②被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直し
(被保険者の所得水準の低い組合に影響が生じないよう、調整補助金を増額)

③医療費適正化計画の見直し、予防･健康づくりの促進
･都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準､医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定
･保険者が行う保健事業に、予防･健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加

④患者申出療養を創設 (患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、
国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずる。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要
（平成27年５月27日成立）
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【改革前】 市町村が個別に運営 【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

市町村
都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが
基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営
に中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの
※保険料率は市町村ごとに決定
※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確

保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示

（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健

事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

30

改革の方向性

１．
運営の在り方

(総論)

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確

保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村

が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

※４．と５．も同様

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、
市町村に対して支払い

・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業

市町村に対し、必要な助言･支援
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施 （データヘルス事業等）

国保制度改革の概要（都道府県と市町村の役割分担）
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都道府県国保運営方針の策定

○ 国保改革に伴い、国保の保険者としての事務は、都道府県と市町村で役割分担をして行うこととなり、都道府県は

財政運営の責任主体として安定的な財政運営に責任を持つとともに、県内市町村の国保事業の広域化や効率化を推

進する役割も果たすこととなる。

○ そこで、改革後は、都道府県と市町村が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料の賦課徴収、保健

事業その他の保険者の事務を共通の認識の下で実施するとともに、各市町村が国保事業の広域化や効率化を推進で

きるよう、都道府県が、国保法第82条の２に基づき、県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定める。

○ 市町村は、国保法第82条の２に基づき、都道府県国保運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努める。

■ 主な記載事項

〈任意項目〉

（５） 医療費適正化に関する事項
・ 後発医薬品の使用促進に関する事項、医療費通
知の共同実施 等

（６） 市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関す
る事項

（７） 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策
との連携に関する事項

（８） 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の
連絡調整等

■ 主な記載事項

〈必須事項〉

（１） 国保の医療費、財政の見通し

（２） 市町村の保険料の標準的な算定方法に関する事項
・標準的な保険料の算定方式、市町村規模別の標準的な
収納率 等

（３） 保険料の徴収の適正な実施に関する事項
・複数の自治体による滞納整理事務の共同実施、収納担
当職員に対する研修会の共同実施 等

（４） 保険給付の適正な実施に関する事項
・海外療養費の審査等の専門的な知見を要する事務の共
同実施、保険医療機関による大規模な不正請求が発覚し
た場合における不正利得の回収に関する事項等

全都道府県で策定済み（平成30年3月末現在）

（参考）国保運営方針の対象期間 ３年間（32年度） ６年間（35年度）

都道府県数 ３７ １０
32

○ 国保改革を契機として、都道府県は、国保運営方針を策定し、
①事務処理の広域化・集約化・共同化による効率化等や、
②都道府県内統一の標準的な基準の整備等によるサービスの均質化、均一化
を推進することとしている。

○ 各都道府県の国保運営方針における、これらの事項の記載状況を整理すると概ね以下のとおり

都道府県内における国保関係事務等の広域化・集約化・共同化に向けた動向

①事務処理の共同化等による効率化等

主な項目 内容例 都道府県数

保健事業、医療費適正化
対策の共同化

重症化予防の取組の共同実施等
特定健診受診促進広報

36

被保険者への広報事業の
共同化

国保制度全般に係る広報・外国
語版の作成等の共同実施

28

各種統計資料作成事務の
共同化

事業月報・年報等に係る資料作
成事務の共同実施等

17

保険料収納対策の共同化
広域的な徴収組織の活用等 28

被保険者証等の発行事務
の共同化

様式や更新時期を統一した上で
行う発行事務

19

②統一基準の整備等によるサービスの均質化、均一化

主な項目 内容例 都道府県数

一部負担金の減免基準の
統一

減免基準の段階的統一等 19

保険料の減免基準の統一 減免理由や基準の段階的統一等 17

出産育児一時金等の支給
額等の統一

出産育児一時金・葬祭費の支給
額や申請方法の統一等

15

短期被保険者証等の交付
基準の統一

短期被保険者証・資格証明書の
交付基準の統一

13

療養費の標準的な取扱基
準の策定

療養費の標準的な取扱基準の策
定等

11

⇒ 今後、国保運営方針に基づき、具体的な取組を推進

33
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４－１．国保の財政（公費）

34

平成30年度の国保財政

財政安定化支援事業

50％ 50％

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均
衡を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、
措置できない都道府県・市町
村の特別の事情（災害等）を
考慮して交付。

調整交付金（国）（９％）※１

8,200億円

調整交付金（国）

（32％） ※１

23,000億円

定率国庫負担

公費負担額

国 計 ： 34,200億円

都道府県計： 11,400億円

市町村計： 1,700億円

市町村への地方財政措置：1,000億円

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生

による国保財政の急激な影響の緩和を

図るため、国と都道府県が高額医療費

の１/４ずつを負担

事業規模：3,600億円

医療給付費等総額： 約111,800億円

保険料

（27,000億円）

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で
支援。
事業規模： 4,500億円

（都道府県 3/4、市町村 1/4）

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定

割合を公費で支援
事業規模： 2,600億円
（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

都道府県繰入金

（９％） ※１

6,400億円

※１ それぞれ保険給付費等の９％、32％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から
国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある
※２ 平成２８年度決算（速報値）における決算補填等の目的の一般会計繰入の額
※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる
※４ 別途、平成29年度に特例基金に措置した500億円のうち170億円を活用

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。（市町村単位
→都道府県単位の交付に）

前期高齢者交付金

36,400億円
※３

保険料軽減制度

保険者支援制度

保険者支援制度

保険料軽減制度

高額医療費負担金

法定外一般会計繰入

約2,500億円 ※２

特別高額医療費
共同事業○ 著しく高額な医療費（１件420万円超）に

ついて、都道府県からの拠出金を財源に

全国で費用負担を調整。国は予算の範

囲内で一部を負担。 予算額：60億円

特別高額医療費共同事業

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。

予算額：約670億円

保険者努力支援制度

（赤字は国保改革による変更点）

（平成30年度予算ベース）

※４

保険者努力支援制度

高額医療費負担金

○貸付・交付分（2,000億円）
給付増や保険料収納不足に

より財源不足になった場合に
備え、都道府県に基金を設置
し、都道府県・市町村に対して
貸付・交付を行う。

○激変緩和分（300億円）
平成35年度までの間、新制

度の円滑な施行に必要な資金
として活用可能。

財政安定化基金

若人分： 89,960億円
後期支援金分： 15,750億円
介護納付金分： 6,120億円

35
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保険料 ５０％ 公費 ５０％【概念図】

（国）
調整交付金

９％

（国）
定率負担
３2％

都道府県
繰入金
9％

（ａ）普通調整交付金（概ね７％分※Cを含む）
【約6,100億円】

○ 都道府県間の財政力の不均衡を調整する

ために交付。

給付費（公費を除いたもの）

保険料収入 交付額

※都道府県の給付費を踏まえ、徴収すべき水準
（所得水準を踏まえた上限あり）

（ｂ）特別調整交付金（概ね２％分）

【約1,800億円】

○ 市町村に特別の事情がある場合に、

その事情を考慮して交付。

〈特別な事情の例〉

・ 東日本大震災等による保険料・一部
負担金の減免額等が多額である場合

・ 精神疾病や原爆被爆者に係る医療費
が多額である場合 等

○ 都道府県に特別の事情がある場合
に、その事情を考慮

〈特別な事情の例〉

・ 子どもが多いことによる財政影響があ
る場合 等

（ｃ）都道府県繰入金

○ 都道府県が、当該都

道府県内の市町村国保

の財政調整を行うことを

目的に繰入。
（交付額のイメージ）

＜約８，２００億円（平成３０年度予算ベース）＞

調整交付金の概要

（ｃ）特例調整交付金 【300億円】

○ 改革当初の激変緩和（保険料水準の著しい上昇の抑制や健全な事業運営の確保等）

に充てるため、当分の間、暫定措置として交付。
※公平な配分の観点から各都道府県の被保険者数に応じて配分 36
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普通調整交付金 総額６，０３０億円
特別調整交付金 総額１，６４２億円

国の調整交付金交付額(被保険者一人あたり・都道府県別・平成29年度)

37
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＜平成27年度から実施＞（1,700億円）

○低所得者対策の強化
（低所得者数に応じた自治体への財政支援を拡充）

＜平成30年度から実施＞（1,700億円）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度～

低所得者対策の強化 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

財政調整機能の強化・
保険者努力支援制度等

－ － － 1,700 1,700

財政安定化基金の造成
＜積立総額＞

２００
＜200＞

４００
＜600＞

1,100
＜1,700＞

300
＜2,000＞

－
＜2,000＞

（単位：億円）

○ 国保の財政運営を都道府県単位化する国保改革とあわせ、毎年3,400億円の財政支援の拡充を
行う。

1,700億円

○財政調整機能の強化

（精神疾患や子どもの被保険者数等自治体の責めによらない要因への対応 等） 800億円

○保険者努力支援制度

（医療費の適正化に向けた取組等に対する支援） 840億円

○財政リスクの分散・軽減方策

（高額医療費への対応） 60億円

※ 保険料軽減制度を拡充するため、平成26年度より別途500億円の公費を投入
※ 平成27～30年度予算において、2,000億円規模の財政安定化基金を積み立て

【参考】

38

国保改革による財政支援の拡充について

収入

保険料額

７割
軽減

５割 ２割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

15% 14% 13%

７割
軽減

５割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

保険者
支援制度

保険者
支援制度

12% 6%

２割

保険料額
低所得者が多い保険者の
財政基盤を強化

低所得者が多い保険者の
財政基盤を更に強化

○ 平成27年度に保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援を拡充
《拡充の内容》
① 財政支援の対象となっていなかった２割軽減対象者についても、財政支援の対象とするとともに、軽減対象の拡大に応じ、財政支
援の対象を拡大

② ７割軽減・５割軽減の対象者数に応じた財政支援の補助率を引き上げ
③ 財政支援額の算定基準を平均保険料収納額の一定割合から、平均保険料算定額の一定割合に変更

※ 収納額 ＝ 算定額 － 法定軽減額 － 未納額

【改正前】 軽減対象者１人当たりの支援額 ＝ 平均保険料収納額の12％（7割軽減）、6％（5割軽減）

【改正後】 軽減対象者１人当たりの支援額 ＝ 平均保険料算定額の15％（7割軽減）、14％（5割軽減）、13％（2割軽減）

※ 平成29年度予算額（公費）１,６６４ 億円（国：1/2、都道府県：1/4、市町村：1/4）

改正前 改正後

収入

39

平成27年度からの財政支援の拡充（保険者支援制度の拡充）
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実施時期：30年度以降

対象 ：市町村及び都道府県
規模 ：約800億円（国保改革による公費拡充の財源を活用） ※別途、特調より約200億円を追加
評価指標： 前倒しの実施状況を踏まえ、29年夏に30年度分の評価指標等を市町村及び都道府県へ提示

し、29年秋に評価を実施。31年度分以降の評価指標については、今後の実施状況を踏まえ検討

保険者努力支援制度

実施時期：28年度及び29年度

対象 ：市町村
規模 ：特別調整交付金の一部を活用して実施（平成28年度：150億円、平成29年度：250億円）

評価指標：保険者共通の指標に加え、収納率等国保固有の問題にも対応

保険者努力支援制度【前倒し分】

保険者努力支援制度の実施について

経済財政運営と改革の基本方針2015（抄）[平成27年6月30日閣議決定]

（インセンティブ改革）

全ての国民が自らがんを含む生活習慣病を中心とした疾病の予防、合併症予防を含む重症化予防、介護予防、後発医

薬品の使用や適切な受療行動をとること等を目指し、特定健診やがん検診の受診率向上に取り組みつつ、個人や保険者

の取組を促すインセンティブのある仕組みを構築することが重要である。

このため、保険者については、国民健康保険において、保険者努力支援制度の趣旨を現行補助制度に前倒しで反映す

る。その取組状況を踏まえ、2018 年度（平成30 年度）までに保険者努力支援制度のメリハリの効いた運用方法の確立（中

略）など、保険者における医療費適正化に向けた取組に対する一層のインセンティブ強化について制度設計を行う。

40

指標⑤ 第三者求償の取組の実施状況

○第三者求償の取組状況

指標① 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該
当者及び予備群の減少率

○特定健診受診率・特定保健指導受診率
○メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

保険者共通の指標 国保固有の指標

指標② 特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に
基づく受診勧奨等の取組の実施状況

○がん検診受診率
○歯科疾患（病）検診実施状況

指標③ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況

○重症化予防の取組の実施状況

指標④ 広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況
○個人へのインセンティブの提供の実施
○個人への分かりやすい情報提供の実施

指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況
○重複服薬者に対する取組

指標⑥ 後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況
○後発医薬品の促進の取組
○後発医薬品の使用割合

指標① 収納率向上に関する取組の実施状況

○保険料（税）収納率

※過年度分を含む

指標② 医療費の分析等に関する取組の実施状況

○データヘルス計画の実施状況

指標③ 給付の適正化に関する取組の実施状況

○医療費通知の取組の実施状況

指標④ 地域包括ケアの推進に関する取組の実施状況

○国保の視点からの地域包括ケア推進の取組

指標⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況

○適切かつ健全な事業運営の実施状況

平成30年度の保険者努力支援制度について（全体像）

市町村分（3００億円程度）※特調より２００億円程度を追加

都道府県分（500億円程度）

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価

○主な市町村指標の都道府県単位評価
・特定健診・特定保健指導の実施率
・糖尿病等の重症化予防の取組状況
・個人インセンティブの提供
・後発医薬品の使用割合
・保険料収納率
※ 都道府県平均等に基づく評価

指標② 医療費適正化のアウトカム評価

○都道府県の医療費水準に関する評価

※国保被保険者に係る年齢調整後一人当たり

医療費に着目し、

・その水準が低い場合

・前年度より一定程度改善した場合

に評価

指標③ 都道府県の取組状況

○都道府県の取組状況

・医療費適正化等の主体的な取組状況

（保険者協議会、データ分析、重症化予防

の取組 等）

・医療提供体制適正化の推進

・法定外繰入の削減

41
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保険者努力支援制度（市町村分） 平成31年度配点

【平成３０年度】

【平成３１年度】

42

加点 項目

100点 重症化予防の取組、収納率向上

70点 個人へのインセンティブ提供

50点
特定健診受診率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、適正かつ健全な事業運営の

実施状況

40点 後発医薬品の使用割合、データヘルス計画の取組、第三者求償の取組

35点 重複服薬者に対する取組、後発医薬品の促進の取組

30点 がん検診受診率

25点 歯周疾患（病）健診、個人への分かりやすい情報提供、医療費通知の取組、地域包括ケアの推進

加点 項目

100点 重症化予防の取組、後発医薬品の使用割合、収納率向上

７0点 個人へのインセンティブ提供

60点 適正かつ健全な事業運営の実施状況

50点
特定健診受診率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率
重複・多剤投与者に対する取組、データヘルス計画の取組

40点 第三者求償の取組

35点 後発医薬品の促進の取組

30点 がん検診受診率

25点 歯科健診、医療費通知の取組、地域包括ケアの推進、

20点 個人への分かりやすい情報提供

保険者努力支援制度（市町村分） 各年度配点比較

平成２８年度
（前倒し分）

平成２９年度
（前倒し分）

平成３０年度 平成３１年度

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

共通① （１）特定健診受診率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

（２）特定保健指導実施率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

共通② （１）がん検診受診率 10 3% 20 3% 30 4% 30 3%

（２）歯周疾患（病）検診 10 3% 15 3% 25 3% 25 2.5%

共通③ 重症化予防の取組 40 12% 70 12% 100 12% 100 11%

共通④ （１）個人へのインセンティブ提供 20 6% 45 8% 70 8% 70 7.5%

（２）個人への分かりやすい情報提供 20 6% 15 3% 25 3% 20 2%

共通⑤ 重複・多剤投与者に対する取組 10 3% 25 4% 35 4% 50 5.5%

共通⑥ （１）後発医薬品の促進の取組 15 4% 25 4% 35 4% 35 4%

（２）後発医薬品の使用割合 15 4% 30 5% 40 5% 100 11%

固有① 収納率向上 40 12% 70 12% 100 12% 100 11%

固有② データヘルス計画の取組 10 3% 30 5% 40 5% 50 5.5%

固有③ 医療費通知の取組 10 3% 15 3% 25 3% 25 2.5%

固有④ 地域包括ケアの推進 5 1% 15 3% 25 3% 25 2.5%

固有⑤ 第三者求償の取組 10 3% 30 5% 40 5% 40 4.5%

固有⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 50 6% 60 6.5%

体制構築加点 70 20% 70 12% 60 7% 40 4.5%

全体 体制構築加点含まず 275 510 790 880

体制構築加点含む（A） 345 580 850 920 43
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指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価【200億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）特定健診受診率・特定保健指導実施率 20（10点×２） 20（10点×２）

（ⅱ）糖尿病等の重症化予防の取組 10 15

（ⅲ）個人インセンティブの提供 10 10

（ⅳ）後発医薬品の使用割合 20 20

（ⅴ）保険料収納率 20 20

体制構築加点 20 15

合計 100 100

指標② 都道府県の医療費水準に関する評価【150億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）平成2８年度の数値が全国平均よりも低い水準である場合 20 20

（ⅱ）平成2８年度の数値が前年度より改善した場合 30 30

合計 50 50

指標③ 都道府県の取組状況に関する評価【150億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）.医療費適正化等の主体的な取組状況

・重症化予防の取組 20 20

・市町村への指導・助
言等

都道府県による給付点検

１０ 10都道府県による不正利得の回収

第三者求償の取組

・保険者協議会への積極的関与 ー 10

・都道府県によるＫＤＢを活用した医療費分析 ー 10

（ⅱ）決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減 30 30

（ⅲ）医療提供体制適正化の推進 （30） 25

合計 60 105

保険者努力支援制度（都道府県分） 各年度配点比較

44※ 改革施行後の医療費適正化の取組状況を見つつ、アウトカム評価の比重を高めていくものとする

４－２．国保の財政（納付金、保険料）

45
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支出

① 保険給付に必要な費用を、
全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減
免額等が多額であることや、
市町村における保健事業
を支援するなど、市町村に
特別な事情がある場合に、
その事情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付

支出

保険料 保険給付

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計 Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入

改革後の国保財政の仕組み
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被保険者 被保険者

○ 年齢調整後の医療費水準が同じ場合、

市町村の所得水準が高いほど納付金負担が大きくなり、

公平な保険料水準となる。

＜按分方法＞

「被保険者数」に応じた按分額に

市町村ごとの医療費水準を反映

＜按分方法＞

「所得水準」に応じた按分額に

市町村ごとの医療費水準を反映

<市町村の納付金額>

○ 市町村の所得水準が同じ場合、

年齢調整後の医療費水準が高いほど

納付金負担が大きくなり、医療費水準に応じた負担となる。

C市の

所得水準

D市の

所得水準

A市の

所得水準

B市の

所得水準

○ 都道府県が、都道府県内の保険料収納必要額（医療給付費－公費等による収入額）を

市町村ごとの「被保険者数」と「所得水準」で按分し､それぞれに「医療費水準」を反映することにより、
市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定

被保険者数に応じた按分 所得水準に応じた按分

医療費水準（年齢調整後）を反映

医療費水準をどの程度反映

するかは、都道府県ごとに調

整可能（反映しないことも可）

所得水準をどの程度反映す

るかは、都道府県ごとに調整

可能

医療費水準

納付金の市町村への配分

47
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※ 保険料水準が急激に変化しないよう、時間をかけて、見直しを進める必要

○ 年齢構成の差異の調整後の医療費水準が同じ市町村で

あれば同じ保険料水準となる。（所得水準の高い市町村ほ

ど納付金の額のうち応能割保険料分の割合が大きくなる）

○ 所得水準が同じ市町村であれば、年齢構成の差異の調

整後の医療費水準の高い市町村ほど、保険料が高くなる

<医療費水準が保険料に与える影響（平均的な所得の場合）><所得水準が保険料に与える影響（医療費水準が同じ場合）>

保険料の設定方法の見直しの効果

： １１

■ 所得水準が県内平均の市町村（※）

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

■ 医療費水準が県内平均の市町村（※）

１倍

１ １：

応能分 応益分

■ 所得水準が高い市町村（県内平均の1.2倍）

1.2 １：

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

■ 所得水準が低い市町村（県内平均の0.8倍）

１0.8 ：

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

【保険料率】８％ 【保険料額】2,400円

■ 医療費水準が低い市町村（県内平均の0.8倍）

0.8倍

１ １：

応能分 応益分

■ 医療費水準が高い市町村（県内平均の1.2倍）

【保険料率】12％ 【保険料額】3,600円

1.2倍

１ １：

応能分 応益分

48

※全国的にも平均的な所得水準の都道府県の場合

α（医療費指数反映係数）・β（所得係数）の設定状況について (平成29年11月中旬時点）

α＝1
85%

α＝0.7
2%

α＝0.5
4%

α＝0
9%

【αの設定状況】

β＝県
96%

β=0.75
2%

β=1.0
2%

【βの設定状況】

α 1 0.7 0.5 0

都道府県数 40 1 2 4

β 都道府県β 0.75 1

都道府県数 45 1 1

49
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医
療
給
付
費

調
整
交
付
金

国
庫
負
担
金

基
礎
賦
課
総
額

賦 課 総 額

支出 収入

四
方
式

① 所得割総額（40%）
② 資産割総額（10%）
③ 均等割総額（35%）
④ 平等割総額（15%）

三
方
式

① 所得割総額（50%）

③ 均等割総額（35%）
④ 平等割総額（15%）

二
方
式

① 所得割総額（50%）

③ 均等割総額（50%）

賦課総額の按分方法 賦課総額の按分方法

① 所得割総額
世帯に属する被保険者に係る
「旧ただし書所得」

×均衡所得割率

② 資産割総額

世帯に属する被保険者に係る
固定資産税額

×均衡資産割率

③ 均等割総額
世帯に属する被保険者数

×被保険者均等割額

④ 平等割総額
世帯数 ×世帯別平等割額

等

（※）基礎賦課総額の場合の例。後期高齢者支援金等賦課総額・介護納付金賦課総額も同様の仕組み。

保険料の賦課（賦課方式）

50

７割軽減 ５割 ２割

応能分（５０％）
（所得割・資産割）

応益分（５０％）
（均等割・世帯割）

保
険
料(

税)

額

世帯の所得

限度額

減額割合 対象者の要件
（例：３人世帯（夫婦40歳、子１人）夫の給与収入のみの場合）

７割 ３３万円以下
（給与収入 ９８万円以下）

５割 ３３万円＋（被保険者数）×２７万円以下
（給与収入 １８８万円以下）

２割 ３３万円＋（被保険者数）×４９万円以下
（給与収入 ２８３万円以下）

○ 市町村（保険者）は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料（税）により

賄うこととされている。

○ 保険料（税）については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分（所得割、資産割）と、

受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分（均等割、世帯割）から構成される。

○ 世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料（税）（均等割・世帯割）の７割、５割又は２割を軽減

している。

保険料の減免について（低所得世帯に対する保険料の軽減）

51
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○ 平成30年度においては、追加公費の投入(1,700億円規模)が行われるため、一般的には、平成29年度から平成30年

度にかけての保険料の伸びは抑制・軽減されることとなる。

○ ただし、国保の財政運営の仕組みが変わる（納付金方式の導入等）ことに伴い、一部の市町村においては、被保険

者の保険料負担が上昇する可能性がある。

被保険者の保険料負担が急激に増加することを回避するための重層的な仕組みを用意

○ 納付金の算定にあたって、各都道府県は、市町村ごとの医療費水準や所得水準の差を、納付金にどの程度反映させるかを

定めることになるが、激変が生じにくい反映方法を用いることを可能とする。

ア）市町村ごとの「納付金の設定」の際の対応

○ 都道府県繰入金（給付費の９％相当）の活用により、市町村ごとの状況に応じたきめ細やかな激変緩和措置を講じることが

可能な仕組みを設ける。

イ）「都道府県繰入金」による対応

○ 施行当初の激変緩和の財源を確保するため、各都道府県ごとの「特例基金」を国費により設け、これを計画的に活用するこ

とが可能な仕組みを設ける。（平成30～35年度の時限措置。基金の規模は全国で300億円【6年間で活用】）

ウ）「特例基金」による対応

４段階の激変緩和措置

※ 決算補填目的等のための法定外一般会計繰入を削減したことによる変化は緩和措置の対象外

○ 施行当初の激変緩和財源の充実に関する地方団体からの要請を踏まえ、平成30年度から投入する1,700億円のうちの300

億円を追加激変緩和財源として確保し、都道府県ごとの柔軟な活用を可能とする。（施行当初の暫定措置。平成30年度は全

国で300億円【単年度で活用】）。さらに、平成30年度は、特別調整交付金による追加激変緩和措置として100億円を交付。

エ）「追加激変緩和財源」による対応

52

「都道府県の算出による国保改革前後の保険料の動向の取りまとめ」
（平成30年３月30日公表）について

【概要】
○ 本取りまとめは、平成30年４月に施行される国保改革の前後における、市町村ごとの一般被保険者一人当たり保険
料または納付金の伸び率（法定外一般会計繰入等の影響を除いた理論値同士を比較）について、各都道府県が算出し、
国に提出したものをとりまとめたもの。

※ 国保改革の影響を把握する方法としては、保険料ベースで把握する方法と、納付金ベースで把握する方法の２種類があり、各都道府
県は、国保改革の影響を把握する方法として適切と判断した方法により算出を行っている。

○ 平成30年度に公費拡充及び激変緩和措置を行う結果、市町村ごとの単年度換算後伸び率を見ると、
保険料ベースでは約59％の市町村が維持または減少、約41％の市町村が増加（納付金ベースでは約55％が維持・減
少、約45％が増加）となっている。

※ 伸び率については、今回の改革による国保財政の都道府県単位化や公費拡充の影響だけでなく、改革の有無に関わらず生じる医療費
の自然増（一人当たり医療費の平成26年度から28年度の伸び率は全国平均で年間３％程度）等に対応した保険料等の上昇が含まれる
ことに留意が必要

○ 平成30年度における各市町村の実際の保険料率については、都道府県から示される納付金額に基づき、各市町村の
判断で行う決算補填等目的の法定外一般会計繰入や財政調整基金からの繰入等も踏まえて３～６月にかけて決定され
る。（本調査結果とは一致しない）

【公表日】
○ ３月30日

都道府県数 増加市町村数 維持・減少市町村数 合計

保険料ベース ２１ 292（41％） 421（59％） 713

納付金ベース ２４ 364（45％） 447（55％） 811

（参考）合計 ４５ 656（43％） 868（57％） 1,524

53

（注）北海道は一人当たり納付金額のみ、宮城
県は一人当たり納付金額及び県平均伸び
率のみの提出であり、市町村数の計算に
は含まれない
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【保険料ベース（７１３）】

伸び率 －3%以下 －3%超
－2%以下

-2%超
-1%以下

-1%超
0%以下

市町村数 230 55 45 91

伸び率
0%超
1%以下

1%超
2%以下

2%超
3%以下

3%超

市町村数 110 93 51 38

【納付金ベース（８１１）】

伸び率 －3%以下 －3%超
－2%以下

-2%超
-1%以下

-1%超
0%以下

市町村数 136 68 78 165

伸び率
0%超
1%以下

1%超
2%以下

2%超
3%以下

3%超

市町村数 144 174 29 17

一人当たり保険料または納付金の伸び率（単年度換算後）別の市町村数の分布

○ 市町村ごとの単年度換算後伸び率を見ると、保険料ベースでは約59％の市町村が維持または減少、約41％の市町村
が増加（納付金ベースでは約55％が維持・減少、約45％が増加）となっている。

※ 伸び率については、今回の改革による国保財政の都道府県単位化や公費拡充の影響だけでなく、改革の有無に関わらず生じ
る医療費の自然増（一人当たり医療費の平成26年度から28年度の伸び率は全国平均で年間３％程度）等に対応した保険料水
準の上昇が含まれることに留意が必要（単年度換算により、公費拡充の影響は半分程度に減殺されている）

－3%以下

17% －3% ～ －2%

8%

－2% ～ －1%

10％

－1% ～ 0%

20%

0% ～ 1%

18%

1% ～ 2%

21%

2% ～ 3%

４%

3%超

2％

－3%以下

３2%

－1% ～ 0%

13%

0% ～ 1%

15%

1% ～ 2%

13%

－2% ～ －1%

6%

－3% ～ －2%

８%

2% ～ 3%

7%

3%超

5%

市町村
運営協議会に
おける議論

運営方針・納付金等
に関する議論

国 都道府県 市町村

7月13日：
平成31年度の公費の在り方を提示

秋の試算の実施10月下旬：
平成31年度試算用の仮係数を提示

納付金等の確定
・確定係数により算定を行い、
納付金・標準保険料率を確定

12月下旬：
平成31年度本算定用の確定係数
（公費の交付額等）を提示

保険料率の算出
・都道府県から示された納付金額を踏ま
え、法定外繰入や基金繰入金等を加味
して平成31年度の保険料率を算出

予算審議(3月議会)
・31年度予算を決定

予算審議(3月議会)
・31年度予算を決定

平成31年度に向けてのスケジュールについて

（連携会議等
における協議）

条例改正/告示
・概ね3月～6月
に保険料率決定

国保改革施行

平成31年度保険料の賦課 55

Ｈ30.6

Ｈ30.12

Ｈ30.4

Ｈ30.10

Ｈ31.6

Ｈ31.3
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保険料水準の統一に向けた動向

○ 国保の保険料水準の統一について、国は、納付金等算定ガイドラインにおいて、将来的に保険料水準の平準化（同

一都道府県内において、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準）を目指す、こととしている。

○ 国保改革が施行時点における、各都道府県の保険料水準の統一に向けた状況は、次のとおり。

（各都道府県の国保運営方針の記載に基づき整理を行ったもの）

②その他の都道府県については、
・時期を明示せず、将来的に統一を目指す、
・医療費水準の平準化・赤字の解消等を踏まえ検討、
等と整理している。

①国保運営方針において、具体的な統一時期や検討時期等に係る記載がある都道府県

運営方針における記載等 該当都道府県

平成30年度より統一 大阪府（６年間の例外措置あり）

平成36年度までを目標に検討
北海道※１、福島県、奈良県、広島県※2、沖縄県

※1：北海道は、納付金ベースでの統一
※2：広島県は、収納率の差異によるバラツキを容認

平成39年度までに統一 和歌山県

③保険料水準を統一する場合、保険料算定方式の統一化も重要な課題であるが、以下のように統一期限を明記してい
る都道府県がある。

宮城県：32年度、鹿児島県：35年度、和歌山県：39年度（いずれも３方式に統一）

56

５．保険者機能の強化
（保健事業を通じた医療費適正化）

57
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出典：我が国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会）

透析導入患者の主要原疾患の推移（年別）

○ 糖尿病性腎症が進行し腎不全に陥ると、人工透析を要する状態になる。
○ 2015年の透析導入患者約３万７千人のうち、約1万6千人(43.7%)は糖尿病性腎症が原因である。

糖尿病性腎症
43.7％
16,072人

（参考）2015年末時点の透析患者数：324,986人

透析導入患者の主要原疾患の推移（年別）

腎硬化症

不明

慢性糸球体腎炎

58

＜人工透析に係る医療費＞ １人月額約４０万円
出典：第19回透析医療費実態調査報告（日本透析医会）

年間総額約１．５７兆円（2015年）※推計

糖尿病性腎症重症化予防の推進

○人工透析は医療費年間総額1.57兆円を要するため、人工透析の主な原疾患である糖尿病性腎症の重症化予防は、健康寿命
の延伸とともに医療費適正化の観点において喫緊の課題である。

○平成27年6月「経済財政運営と改革の基本方針2015」及び平成27年7月の日本健康会議「健康なまち・職場づくり宣言2020」※

等において生活習慣病の重症化予防を推進することとされており、レセプトや健診データを効果的・効率的に活用した取組を全
国に横展開することが必要である。

背景

○保険者努力支援制度の創設（平成28年度より前倒し実施、平成30年度より本格施行）

保険者努力支援制度における評価

○厚生労働省・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議の三者が連携協定を締結（平成28年３月）。
○国レベルで「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定（平成28年４月）。
○重症化予防WGとりまとめ「糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」及び事例集を公表（平成29年７月）。

環境整備・ツール提供

○国保ヘルスアップ事業・国保保健指導事業（市町村向け）

財政支援

市町村が実施する保健事業（特定健診未受診者対策、生活習慣病重症化予防等）に係る経費を助成※する
※国保被保険者数に応じた助成限度額：国保ヘルスアップ事業600万～1,800万円、国保保健指導事業400万～1,200万円。財源は特別調

整交付金を活用。

※かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体800市町村（平成32年）を目指す

横展開を推進

○都道府県国保ヘルスアップ支援事業（都道府県向け、平成30年度新規）

都道府県が実施する保健事業等（基盤整備、現状把握・分析等）に係る経費を助成※する
※国保被保険者数に応じた助成限度額：1,500万～2,500万円。
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて（平成28年４月20日）

○ 呉市等の先行的取組を全国に広げていくためには、各自治体と医療関係者が協働・連携できる体制の整備が必要。
○ 国レベルでも支援する観点から、日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省の三者で、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを策定したもの（そ

れに先立ち本年3月24日に連携協定締結）。

１．趣旨

○ 重症化リスクの高い医療機関未受診者等に対する受診勧奨・保健指導を行い治療につなげるとともに、通院患者のうち重症化リスクの高い者に対して主
治医の判断で対象者を選定して保健指導を行い、人工透析等への移行を防止する。

２．基本的考え方

（市町村）
○ 地域における課題の分析・対策の立案・対策の実施・実施状況の評価

（都道府県）
○ 市町村の事業実施状況のフォロー、都道府県レベルで医師会や糖尿病対策推進会議等と取組状況の共有、対応策等について議論、連携協定の締結、糖

尿病性腎症重症化予防プログラムの策定

（地域における医師会等）
○ 都道府県医師会等の関係団体は、郡市区医師会等に対して、国・都道府県における動向等を周知し、必要に応じ助言
○ 都道府県医師会等や郡市区医師会等は、都道府県や市町村が取組を行う場合には、会員等に対する周知、かかりつけ医と専門医等との連携強化など、

必要な協力に努める

（都道府県糖尿病対策推進会議）
○ 国・都道府県の動向等について構成団体に周知、医学的・科学的観点からの助言など、自治体の取組に協力するよう努める
○ 地域の住民や患者への啓発、医療従事者への研修に努める

３．関係者の役割

○ 都道府県、市町村において、あらかじめ医師会や糖尿病対策推進会議等と十分協議の上、推進体制を構築。郡市医師会は各地域での推進体制について自
治体と協力。

○ かかりつけ医は、対象者の病状を把握し、本人に説明するとともに、保健指導上の留意点を保健指導の実施者に伝えることが求められる。
○ 必要に応じてかかりつけ医と専門医の連携、医科歯科連携ができる体制をとることが望ましい。

６．かかりつけ医や専門医等との連携

① 健診データ・レセプトデータ等を活用したハイリスク者の抽出

② 医療機関における糖尿病治療中の者からの抽出

※生活習慣改善が困難な方・治療を中断しがちな患者等から医師が判断

③ 治療中断かつ健診未受診者の抽出

４．対象者選定 ※取組内容については地域の実情に応じ柔軟に対応

① 受診勧奨：手紙送付、電話、個別面談、戸別訪問等

② 保健指導：電話等による指導、個別面談、

訪問指導、集団指導等

※ 受診勧奨、保健指導等の保健事業については外部委託が可能

○ 事業の実施状況の評価に基づき、今後の事業の取組を見直すなど、PDCAサイクルを回すことが重要。

７．評価

５．介入方法 ※取組内容については地域の実情に応じ柔軟に対応
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取組の実施状況

平成28年度
保険者データヘルス

全数調査
（平成28年3月時点）

平成29年度
保険者データヘルス

全数調査
（平成29年3月時点）

平成30年度
保険者データヘルス

全数調査
（平成30年3月時点）

現在も過去も実施していない 520 250 94

過去実施していたが現在は実施していない 35 23 6

現在は実施していないが予定あり 362 303 247

糖尿病性腎症の重症化予防の取組を行っている 659 1,009 1,282

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を800市町村、広域連合を24団体以上
とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。宣言２

重症化予防に取り組む自治体の状況（市町村国保）

５つの要件の達成状況 平成28年3月時点 平成29年3月時点 平成30年3月時点

①対象者の抽出基準が明確であること 622 957 1,249

②かかりつけ医と連携した取組であること 503 846 1,156

③保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 566 817 1,087

④事業の評価を実施すること 583 907 1,164

⑤取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等と
の連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること

136 721 1,088

全要件達成数（対象保険者） 118 654 1,003

日本健康会議「健康なまち・職場づくり宣言2020」

全 自 治 体
（1716市町村）
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呉市糖尿病性腎症等重症化予防事業

糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者基準
① ２０歳以上の呉市国民健康保険被保険者
② 糖尿病及び糖尿病性腎症第３期又は第４期で通院治療していると思われる者
③ 除外基準：がんで治療中の者，重度の合併症や身体症状を有する者等

呉市糖尿病性腎症重症化予防プログラム

○専門的な訓練をうけた看護師による個別支援。
○期間は６か月。（●面談指導：３回，○電話指導：９回）

○食事の実践方法を学ぶ「腎臓にやさしい料理教室」を開催。
○プログラム終了後も６か月ごとにフォローアップ。

1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月

●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○
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呉市糖尿病性腎症等重症化予防事業

プログラム参加者の人工透析移行状況

年度 参加者数
人工透析移行者数

H25 H26 H27 H28

H22 50 2 2 0 2

H23 71 1 1 0 0

H24 71 0 0 0 0

H25 73 0 0 0 0

H26 82 0 0 0 0

H27 17 0 0 0 0

H28 24 0 0 0 0

計 388 3 3 0 2

（人）
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６．2040年頃を展望した社会保障改革

64

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

51.4%

高齢化率
38.4%

合計特殊
出生率
1.44

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口
60.7%

26.6%

1.45

(2015)

12,709万人

11,913

3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

日本の人口の推移

2015
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6,000
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0

2,000

4,000

2000 2015 2025 2040

2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

1. 現役世代の人口が急減する中での社会

の活力維持向上

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社

会参加を促進し、社会全体の活力を維持

していく基盤として2040年までに３年

以上健康寿命を延伸することを目指す。

2. 労働力の制約が強まる中での医療・

介護サービスの確保

⇒ テクノロジーの活用等により、2040

年時点において必要とされるサービス

が適切に確保される水準の医療・介護

サービスの生産性の向上を目指す。

《2040年までの人口構造の変
化》

《新たな局面に対応した政策課題》

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運

営の基本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機

構「平成27年 労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保

障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・

死亡中位推計）を用いて機械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医

療・介護サービスの年齢別の利用状況（2025年）をもとに、人口構造の

変化を加味して求めた将来の医療・介護サービスの需要から厚生労働省

において推計（暫定値）。

6,350万人程度

6,580万人

901

《就業者数の推移》

（万人）

人口構造の推移を見ると、2025年以降、
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という
新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8%
+6.6%

8,638

▲17.0% ▲16.6%

高齢者人口
の急増

高齢者人口
の増加が
緩やかに

生産年齢
人口の減少

が加速15歳～64歳

65歳～74歳

75歳以
上

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

＜65歳以上人口＞

＜15歳～64歳人口＞

2,239

7,170

（万人）

5,978

6,000

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

2,204

国民的な議論の下、

 これまで進めてきた給付と負担の見直

し等による社会保障の持続可能性の確

保も図りつつ、

 以下の新たな局面に対応した政策課題

を踏まえて、総合的に改革を推進。

25年間 15年間

25年間 15年間

66

2025年までの社会の変化と2025年以降の社会の変化

【人口構造の変化】 【人口構造の変化が医療・介護費に及ぼす影響】

＜医療費への影響＞

＜介護費への影響＞

（算出方法）年齢階級別1人当たり医療費及び介護費の実績と将来の年齢階級別人口を元に、年齢階級別1人当たり医療費・介護
費を固定した場合の、将来の年齢階級別人口をベースとした医療費及び介護費を算出し、その伸び率を「人口要因」によ
る伸び率としている。その上で、総人口の減少率を「人口減少要因」とし、「人口要因」から「人口減少要因」を除いたものを、
「高齢化要因」としている。

（使用データ）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」「介護給付費等実態調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来

○ 我が国の人口動態を見ると、いわゆる団塊の世代が全員75歳以上となる2025年に向けて高齢
者人口が急速に増加した後、高齢者人口の増加は緩やかになる。一方で、既に減少に転じて
いる生産年齢人口は、2025年以降さらに減少が加速。

○ 人口構造の変化の要因が医療・介護費の増加に及ぼす影響は、2040年にかけて逓減。

1,851 1,595 1,407 1,194 

8,638 

7,728 
7,170 

5,978 

(901)
(1,632)

(2,180)

(2,239)

2000 2015 2025 2040

0～14歳

15～64歳

65歳～

（うち75歳～）

（単位：万
人）

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年
推計」

0.9

0.6

0.2

▲ 0.0

▲ 0.3

▲ 1.0

▲ 0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2015~2020 2020~2025 2025~2030 2030~2035 2035~2040

3.7

2.9

2.3

1.8

1.0

▲ 1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2015~2020 2020~2025 2025~2030 2030~2035 2035~2040

(%)

(%)

（年）

（年）

高齢化要因

人口減少要因

人口要因=高齢化要因+人口減少要因

人口要因=高齢化要因+人口減少要因

高齢化要因

人口減少要因

（実績） （実績） （推計） （推計）

2,20
4

3,38
7

3,67
7

3,92
1

▲10.5% ▲ 7.2% ▲16.6%

＋53.7%

＋ 8.6%

＋ 6.6%

（＋81.1%）

（＋33.6%）

（＋ 2.7%）

高齢者（後期高齢者）の急

増

生産年齢人口の急減
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平成20年

平成27年

生産年齢人口の急減という局面で健康寿命の延伸に取り組むことの重要性
～高齢者就業の拡大を例に～

 近年の高齢者就業の拡大は、今日の経済社会において、社会保障のみならず経済社会全体に様々な好影響をも
たらしている。

 今後、生産年齢人口の急減という新たな局面を迎える我が国経済社会の活力の維持向上のためには、高齢者の
方々の就労・社会参加の基盤となる健康寿命の延伸等が重要な政策課題に。

 都道府県ごとの65歳以上就業率と年齢調整後1
人当たり医療・介護費との間には負の相関。

 厚生労働省「中高齢縦断調査」(特殊報告)によ
れば、１年前に就業していない者より就業して
いる者の方が「健康」を維持する確率や、「不
健康」が「健康」へ改善される確率が高いとの
結果。

＜65歳以上就業率と医療・介護費 (27年度)＞＜被用者保険被保険者の推移(60～74歳)＞

 労働投入量の潜在成長率への寄与を見ると、労
働力人口が頭打ちとなる中で長らく押下げ要因
だったが、2015年以降、押上げ要因に転換。

 「中長期の経済財政に関する試算」の成長実現
ケースは、今後潜在成長率が2%程度となる姿
を描いており、これを実現するためには、高齢
者の方々のさらなる就業促進を通じた労働投入量
の拡大が重要。

＜潜在成長率の推移＞

(%)

（グラフ出典）65歳以上就業率は「国勢調査」。年齢調整後1人当たり医
療費は、市町村国保と後期高齢者医療における年度データ。年齢調整
後1人当たり介護費は、１号被保険者を対象に集計した年度データ。 （グラフ出典）内閣府「月例経済報告」

2015年以降、労働投入量は
潜在成長率の押上げに転じて
いる

（グラフ出典）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」

(30.1%)

(34.8%)
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年
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費
（
万
円
）

【+28万人】

【+57万人】

【+14万人】

（万人）

（括弧内の数字は当該年齢層の
人口に占める割合）

65歳以上就業率

(%)

y = -1.2348x + 109.59

R² = 0.2127
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潜在成長率

 平成27年は平成20年と比べて、60～74歳の
被用者保険被保険者数は99万人増（被保険者
数全体の増（149万人）の約2/3に相当）。

 この増加した者に係る標準報酬が当該年齢の
平均値（平成27年健康保険被保険者実態調査
より）と同程度と仮定して、保険料収入への
影響を粗く推計すると、約3,400億円の増
加。
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（兆円）

2018年度
《GDP 564.3兆円》

2025年度
《GDP 645.6兆円》

2040年度
《GDP 790.6兆円》

医 療

介 護

39.2
(7.0%)

10.7
(1.9%)

①：47.8

②：47.4

15.3
(2.4%)

(7.4%)

(7.3%)

②：68.5

①：66.7

25.8
(3.3%)

(8.4%)

(8.7%)

49.9

62.7～63.1

92.5～94.3

(8.8%)

(9.7～9.8%)

(11.7～11.9%)

（兆円）

2018年度
《GDP 564.3兆円》

2025年度
《GDP 645.6兆円》

2040年度
《GDP 790.6兆円》

医 療

介 護

39.2
(7.0%)

10.7
(1.9%)

①：48.7

②：48.3

14.6
(2.3%)

(7.5%)

(7.5%)

②：70.1

①：68.3

24.6
(3.1%)

(8.6%)

(8.9%)

49.9

62.9～63.3

92.9～94.7

(8.8%)

(9.7～9.8%)

(11.7～12.0%)

2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）－概要－
（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 平成30年５月21日）

〇 高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有するための議論の素材を提供するため
に、一定の仮定をおいた上で、将来見通しを作成。

○ 現在、全国の都道府県、市区町村において、医療・介護サービスの提供体制の改革や適正化の取組みが進められている。これらの取組
みに係る各種計画（地域医療構想、医療費適正化計画、介護保険事業計画）を基礎とした「計画ベース」の見通しと、現状の年齢別受療
率・利用率を基に機械的に将来の患者数や利用者数を計算した「現状投影」の見通しを作成。

○ 医療・介護給付費について２つの見通しを比較すると、計画ベースでは、
・ 医療では、病床機能の分化・連携が進むとともに、後発医薬品の普及など適正化の取組みによって、入院患者数の減少や、医療費の適
正化が行われ（2040年度で▲1.6兆円）、

・ 介護では、地域のニーズに応じたサービス基盤の充実が行われることで（2040年度で＋1.2兆円）
疾病や状態像に応じてその人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会の実現を目指したものとなっている。

試算結果①医療・介護給付費の見通し（計画ベースと現状投影との比較）

医療・介護給付費の見通し
（現状投影）

医療・介護給付費の見通し
（計画ベース）

（注１）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。
（注２）「計画ベース」は、地域医療構想に基づく2025年度までの病床機能の分化・連携の推進、第3期医療費適正化計画による2023年度までの外来医療費の適正化効果、第7期介護保険事業計画による2025年度までのサービス量の見込

みを基礎として計算し、それ以降の期間については、当該時点の年齢階級別の受療率等を基に機械的に計算。なお、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床か
ら介護保険施設等への転換分など、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。

※ 平成30年度予算ベースを足元に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成30年1月）」等を踏まえて計算。
なお、医療・介護費用の単価の伸び率については、社会保障・税一体改革時の試算の仮定を使用。（ ）内は対GDP比。

計画ベースと現状投影
との差（2025年度）

・ 医療介護計

▲0.2兆円

（▲0.0%）

・医療

▲0.9兆円

（▲0.1%pt）

・介護

+0.8兆円

（+0.1%pt）

計画ベースと

現状投影との
差
（2040年度）
・ 医療介護計

▲0.3～▲0.4兆

円

（▲0.0%）

・医療

▲1.6兆円

（▲0.2%pt）

・介護

+1.2兆円

（+0.2%pt）

（経済ベースラインケース）（経済ベースラインケース）
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（兆円）

2018年度 2025年度 2040年度

医 療

年 金

介 護

子ども・子育て

その他

56.7

39.2

10.7
7.9
6.7

121.3

140.2～140.6

188.2～190.0

(21.5%)

(21.7～21.8%)

(23.8～24.0%)

59.9 73.2

①：47.8
②：68.5

①：66.7

②：47.4

15.3

25.8

7.7

9.4

10.0

13.1

(1.2%)

(1.2%)

(1.2%)

(1.4%)

(1.5%)

(1.7%)

(1.9%)

(2.4%)

(3.3%)

(10.1%)
(9.3%) (9.3%)

(7.0%)

(7.4%)

(7.3%)

(8.4%)

(8.7%)

188.5
～190.3
(23.8～
24.1%)

＜現状投影＞

（計画ベース）

24.6
(3.1%)

①：68.3

②：70.1

(8.6%)

(8.9%)

140.4
～140.8
(21.7～

21.8%)

＜現状投影＞

14.6
(2.3%)

①：48.7
(7.5%)

②：48.3
(7.5%)

（計画ベース）

ＧＤＰ ： 564.3兆円 645.6兆円 790.6兆円
保険料負担： 12.4% 12.6% 13.4～13.5%

公費負担 ： 8.3% 9.0% 10.1～10.2%

309 322 328 

334 
406 

505 

180 

203 

233 

（万人）

2018年度

【就業者数全体6,580万人】

2025年度
（計画ベース）

【就業者数全体6,353万人】

2040年度
（計画ベース）

【就業者数全体5,654万人】

823
［12.5%］

931
［14.7%］

1,065
［18.8%］

医療福祉全体

医療

介護

その他の福祉

（402）

（327）

933
［14.7%］

＜現状投影＞

（204）

（233）

1,068
［18.9%］

（334）

（501）

＜現状投影＞

○ 社会保障給付費の対GDP比は、2018年度の21.5%（名目額121.3兆円）から、2025年度に21.7～21.8%（同140.2～140.6兆円）となる。
その後15年間で2.1～2.2%ポイント上昇し、2040年度には23.8～24.0%（同188.2～190.0兆円）となる。（計画ベース・経済ベースライン
ケース※）

○ 経済成長実現ケース※でも、社会保障給付費の対GDP比は概ね同様の傾向で増加するが、2040年度で比較するとベースラインケースに
比べて、1%ポイント程度低い水準（対GDP比22.6～23.2%（名目額210.8～215.8兆円））（計画ベース・経済成長実現ケース）。

医療福祉分野における就業者の見通し

試算結果②（社会保障給付費全体の見通し）

（経済ベースラインケース）
社会保障給付費の見通し

（注1）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。
（注2） 「計画ベース」は、地域医療構想に基づく2025年度までの病床機能の分化・連携の推進、第3期医療費適正化計画による2023年度までの外来医療費の適正化効果、第7期介護保険事業計画による2025年度までのサービス量の見

込みを基礎として計算し、それ以降の期間については、当該時点の年齢階級別の受療率等を基に機械的に計算。なお、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養
病床から介護保険施設等への転換分など、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。

（注3）医療福祉分野における就業者の見通しについては、①医療・介護分野の就業者数については、それぞれの需要の変化に応じて就業者数が変化すると仮定して就業者数を計算。②その他の福祉分野を含めた医療福祉分野全体の
就業者数については、医療・介護分野の就業者数の変化率を用いて機械的に計算。③医療福祉分野の短時間雇用者の比率等の雇用形態別の状況等については、現状のまま推移すると仮定して計算。

※ 平成30年度予算ベースを足元に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成30年1月）」等を踏まえて計算。なお、医療・介護費用の単価の伸び率につ
いては、社会保障・税一体改革時の試算の仮定を使用。（ ）内は対GDP比。［ ］内は就業者数全体に対する割合。保険料負担及び公費負担は対GDP比。 70

社会保障・税一体改革等への対応

消費税率引上げ
（2019年10月予定）

2014 2018 2019 2020～2016

経済財政再生計画集中改革期間 新たな計画に基づく取組

《消費税増収分等を活用した社会保障の充実》

○ 地域医療介護総合確保基金（2014年度～）

○ 国保等の低所得者保険料軽減措置の拡充（2014年度～）

○ 国保への財政支援の拡充
（2015年度～：約1,700億円 2018年度～：約3,400億円）

○ 高額療養費の見直し（2015年～）

（一体改革の社保充実）
○ 年金生活者支援給付金制
度の創設
○ 介護保険１号保険料軽減
強化の完全実施

※新しい経済政策パッケージ
を実施

《持続可能性の確保等のための制度改革》

（患者負担関係）
○ 70～74歳の患者負担の見直し（2014～18年度：１割→２割）

○ 高齢者の高額療養費の見直し（2017、18年度）
・一般外来・：1.2万円/月→段階的に1.8万円/月
・現役並み外来：外来特例廃止、3区分化

○ 紹介状のない大病院受診の定額負担
（2016年度：500床以上、18年度：400床以上）

○ 入院時の食事療養費の見直し （2016、18年度）

○ 高齢者の入院時居住費の見直し （2017、18年度）

（保険料関係）
○ 後期高齢者保険料軽減特例の見直し （2017～19年度）
・所得割：５割軽減→段階的に軽減なし
・元被扶養者：９割軽減→段階的に軽減なし

○ 後期高齢者支援金の総報酬割（2015～17年度）

（財政基盤関係・診療報酬関係）
○ 国保改革 （都道府県単位の財政運営：2018年度～）

○ 薬価制度の抜本改革（2018年度～）

2015 2017

○後期高齢者保険料軽減特
例（均等割）の見直し

改革工程表2018年度内の検討課題

○ 後期高齢者医療制度の患者負担の在り方
○ 外来受診時の定額負担の在り方
○ 薬剤自己負担の引上げ
○ 医療保険制度の負担への金融資産等の反
映

地域医療構想に基づく医療提供体制改革

医療費適正化計画

データヘルス改革、審査支払機関改革

→ 一体改革に関わる制度改
革が完了

1. 現役世代の人口が急減する中での

社会の活力維持向上

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社

会参加を促進し、社会全体の活力を

維持していく基盤として、2040年ま

でに３年以上健康寿命を延伸するこ

とを目指す。

2. 労働力の制約が強まる中での医

療・介護サービスの確保

⇒ テクノロジーの活用等により、2040
年時点において必要とされるサービス
が適切に確保される水準の医療・介
護サービスの生産性の向上を目指
す。

《新たな局面に対応した政策課題》

国民的な議論の下、

 これまで進めてきた給付と負担の見

直し等による社会保障の持続可能性

の確保も図りつつ、

 以下の新たな局面に対応した政策課

題を踏まえて、総合的に改革を推進。

2040年を展望した社会保障改革

これまでの医療保険制度改革と一体改革後の展望

71
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今後の医療保険制度の検討について

○ 消費税率引上げが予定されている2019年10月に社会保障と税の一体改革に関わる制度改革が完了が予定さ
れており、一体改革後の社会保障改革の展望が求められる。

○ 高齢者数がピークを迎える2040年頃の社会保障制度を展望すると、社会保障の持続可能性を確保するための
給付と負担の見直し等と併せて、新たな局面に対応する政策課題である「健康寿命の延伸」や「医療・介護サー
ビスの生産性の向上」を含めた新たな社会保障改革の全体像について、国民的な議論が必要。

○ こうした中、厚生労働省においては、2040年を展望した社会保障改革に対応していく必要があり、健康寿命の
延伸と医療・介護サービスの生産性の向上に向けた目標設定や施策の具体化に着手し、可能なものから予算措
置や制度改正を検討していくことが必要。あわせて、医療保険制度の持続可能性の確保のため、不断の改革を
進め、総合的な社会保障改革に取り組んでいくことが必要。

２
０
４
０
年
を
展
望
し
た
社
会
保
障
改
革

（医
療
保
険
制
度
関
係
）

１．社会保障の持続可能性の確保
給付と負担の見直し等により制度の持続可能性の確保を図る。

○負担能力に応じた負担の在り方(世代間・世代内)、保険給付の在り方
○医療保険制度の基盤・保険者機能の強化
○高齢者医療制度の在り方 等

※改革工程表の検討事項

２．現役世代の人口が急減する中での社会の活力維持向上

高齢者をはじめとして多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活力を維持していく。

○健康寿命の延伸（介護予防と保健事業の一体的実施等）
○被用者保険の適用拡大 等

３．労働力の制約が強まる中での医療・介護サービスの確保

テクノロジーの活用等により、2040年時点において必要とされるサービスが適切に確保される

水準の医療・介護サービスの生産性の向上を目指す。

地域医療構想に基づく医療提供体制改革
医療費適正化計画
データヘルス改革、審査支払機関改革 72
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